
平成 年 月 日 水曜日

山
よ
う附

（
新

４
後こ

山 口 県

山
山

報

○
規山 毎

（号 外 ）

口
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付

に
改
正
す
る
。

則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

た
な
貸
付
け
の
決
定
の
停
止
）

第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の

は
、
新
た
な
修
学
資
金
の
貸
付
け

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

口
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

口
県
規
則
第
五
十
一
号

山
口
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金

目

次

則口
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規

規

週
火
・
金
曜
日
発
行

規
則
（
平
成
五
年
山
口
県
規
則

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は

の
決
定
を
行
わ
な
い
も
の
と
す

す
る
。

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
知

貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
厚
政
課

則

第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以

る
。

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

規
則 ）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（水曜日）

一

規

則



平
成
二

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
印
刷

十
一
年
四
月
一
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


